
金武町長　宛

保護者署名

3.　利用が内定(決定)しなかった場合に上記1の手続を行わなかったときは、申込みを取

　　下げたものとみなし、以降の利用調整が行われないことについて了承し、このこと

　　について異議はありません。※入所を希望する場合は、新たに申込みが必要です。

4.　金武町へ転入しないことが分かった場合、直ちにその旨を金武町役場こども支援課に連

　   絡し、「保育の利用申込取下(変更)届」を提出します。

誓約事項

上記に同意の上、誓約します。

令和　　年　　月　　日

1.　入所希望日の10日前までに金武町へ転入手続(住民登録)を行います。

2.　上記1の手続を行わなかった場合は、利用調整結果を取り消されても異議はありません。

申請児童氏名(生年月日)

転入に関する誓約書

転入予定日

入所希望日

令和　　　　年　　　　月　　　　日

令和　　　　年　　　　月　　　　日

保護者氏名

金武町字

住居形態：

①持ち家　②賃貸住宅　③父方・母方実家

④その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

転入予定住所

  私は、金武町への転入を予定しており、転入後に金武町内の認可保育施設を利用したいので、下

記について誓約して教育・保育給付認定申請及び保育の利用申込みをします。誓約事項に反する事

実が判明したときは、教育・保育給付認定申請及び保育の利用申込みが無効となり、利用の内定を

取り消されても異議の申立てを行いません。

記

(令和・平成　　　年　　　月　　　日)


